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税務訴訟資料 第２７４号（順号１３９３６） 

 

 千葉地方裁判所 令和●●年（○○）第●●号 過大に納付した税額還付請求事件 

 国側当事者・国 

 令和６年２月６日棄却・確定 

 

    判    決 

 原告          有限会社Ａ 

 同代表者代表取締役   甲 

 被告          国 

 同代表者法務大臣    小泉 龍司 

 同指定代理人      髙橋 紀子 

             岸岡 貴子 

             野城 俊行 

             宗形 久美子 

             青島 真由子 

             佐野 孝明 

             赤城 宗和 

 

    主    文 

 １ 原告の請求を棄却する。 

 ２ 訴訟費用は原告の負担とする。 

 

    事実及び理由 

 第１ 請求の趣旨 

    被告は、原告に対し、４２万８１００円を支払え。 

 第２ 事案の概要 

  １ 事案の要旨 

    本件は、原告が平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日までの事業年度の法人税及び

同期間の課税事業年度の地方法人税の確定申告をしたところ、市川税務署から誤りを指摘さ

れ、市川税務署の指導に従って修正申告書を作成して再提出したが、その修正申告にも誤り

があるため、法人税４１万０１００円及び地方法人税１万８０００円の合計４２万８１００

円の過誤納金があると主張して、被告に対し、国税通則法（以下「通則法」という。）５６条

１項に基づいて、同額の還付金の支払を求める事案である。 

  ２ 関係法令の定め 

    別紙関係法令の定めのとおり 

  ３ 前提事実（証拠原因を記載しない事実は当事者間に争いがない。） 

  （１）当事者 

     原告は、千葉県市川市に本店を置き、医薬品、化粧品、雑貨の一般販売等を目的とする有

限会社である。 
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  （２）本件処分に至る経緯 

    ア 原告は、令和元年５月２４日、市川税務署長に対し、平成３０年４月１日から平成３１

年３月３１日までの事業年度（以下「本件事業年度」という。）の法人税及び同期間の課

税事業年度（以下「本件課税事業年度」という。）の地方法人税（以下、法人税及び地方

法人税を併せて「法人税等」といい、本件事業年度及び本件課税事業年度に係る法人税等

を「本件法人税等」という。）の確定申告書（以下「本件各確定申告書」といい、本件各

確定申告書に係る申告を「本件各確定申告」という。）を提出した（乙１）。 

      本件各確定申告書に記載された原告が納付すべき法人税の税額は６７１万１６００円、

同地方法人税の税額は２９万５４００円であり、原告は、令和元年５月１６日、上記法人

税等の税額を納付した（乙１、２）。 

    イ 市川税務署の職員（以下「本件担当職員」という。）は、令和２年２月２６日、原告の

経理担当者である乙氏（以下「原告経理担当者」という。）に対し、本件法人税等につい

て、本件各確定申告書の記載内容に誤りがある旨及び修正申告が必要になる旨を伝えた

（乙３）。 

    ウ 本件担当職員は、令和２年２月２７日、市川税務署において、原告代表者及び原告経理

担当者に対し、本件各確定申告書の記載内容の誤りについて説明（行政指導）し、原告は、

同日、市川税務署長に対し、同行政指導に基づいて、本件法人税等の修正申告書（以下

「本件各修正申告書」といい、本件各修正申告書に係る申告を「本件各修正申告」とい

う。）を提出した（甲１、乙３、４）。 

      本件各修正申告により原告が納付すべき法人税の税額は３３万７８００円、同地方法人

税の税額は１万４９００円であり、原告は、令和２年２月２８日、上記法人税等の税額を

納付した。（乙２、４）。 

    エ 原告は、令和２年５月１９日、市川税務署長に対し、本件事業年度における事業税等が

損金の額に算入されることを前提として、本件各修正申告における所得金額の計算に誤り

があり納付すべき税額が過大であったとして、本件法人税等の更正の請求（以下「本件各

更正請求」という。）をした。なお、本件各更正請求において原告が主張していた還付金

額は、法人税につき４１万０２００円、地方法人税について１万８０００円である。（乙

５） 

      市川税務署長は、本件法人税等のうち、法人税については令和２年８月１９日付けで、

地方法人税については同年１１月２日付けで、本件各更正請求に対して更正をすべき理由

がない旨の通知処分（以下「本件各通知処分」という。）をした（甲７の１、乙６の１、

２）。 

    オ 原告は、本件各通知処分を不服として、本件法人税等のうち、法人税については令和２

年９月１４日に、地方法人税については同年１１月１３日に、国税不服審判所長に対して

審査請求（以下「本件審査請求」という。）をしたところ、同所長は、令和３年５月２１

日付けで本件審査請求をいずれも棄却する旨の裁決（以下「本件裁決」という。）をした

（甲７の２、乙７の１、２、乙８）。 

      原告は、本件各通知処分について、出訴期間内にその取消しを求める訴訟を提起しなか

った。 

  （３）本件訴訟の提起 
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     原告は、令和５年５月２５日、本件訴訟を提起した（顕著な事実）。 

  ４ 本件の争点及びこれに関する当事者の主張 

原告は、通則法２３条所定の更正の請求をし、本件各通知処分を不服として審査請求をした

ものの、本件裁決を受けて本件各通知処分に係る取消訴訟を提起することなく、本件各修正

申告書の記載内容の過誤を主張して誤納金の還付を請求するところ、本件の争点は、原告が

法定の方法によらずに本件各修正申告書の記載内容の過誤を主張することの適否である。な

お、被告は、本件法人税等について過誤納金は生じていないと主張するが、原告が主張する

本件各修正申告書の記載内容の過誤の詳細については認否をしていない。 

  （１）被告の主張 

     通則法２３条所定の更正の請求によることなく申告書記載の内容の過誤を主張してする過

誤納金の還付請求に関して、最高裁判所昭和３９年１０月２２日第一小法廷判決・民集１８

巻８号１７６２頁（以下「昭和３９年最高裁判例」という。）は、所得税法の場合について、

「その錯誤が客観的に明白かつ重大であって、所得税法の定めた方法以外にその是正を許さ

ないならば、納税義務者の利益を著しく害すると認められる特段の事情」がある場合でなけ

れば許されない旨判示しているところ、かかる判示は、所得税法と同じく申告納税制度を採

用している法人税法や地方法人税法にも当てはまる。また、修正申告も課税標準・税額等に

関する納税申告行為である以上、修正申告の過誤の是正の場合についても同様に解すべきで

ある（大阪地方裁判所平成３年３月２９日判決・税務訴訟資料１８２号８７８頁参照）。そ

して、上記のような例外要件（特段の事情）の存否については、納税申告書の内容の過誤を

主張する納税者に主張立証責任があると解される（盛岡地方裁判所平成５年３月２６日判

決・税務訴訟資料１９４号１０８０頁参照）。 

     しかるに、原告は、本件において特段の事情が存在することについて何ら主張立証してい

ないから、主張立証責任を果たしていないといえる。この点を措いて、原告が主張する過誤

が存在することを前提としたとしても、本件訴訟において原告が主張する税額と、本件各更

正請求において原告が主張していた税額は、原告が用いた端数計算の方法による差異を除い

て一致しており、本件訴訟で主張する本件法人税等に係る税額の誤りとするものは本件各更

正請求において本件各修正申告に所得金額の誤りがあるとする理由と同一であって、原告は、

本件各通知処分に係る取消訴訟によって是正を求めることが可能であった。 

     原告が出訴期間内に本件各通知処分に係る取消訴訟を提起しなかったことから、現時点に

おいては、もはや同取消訴訟を提起することはできないものの（行政事件訴訟法１４条）、

法令上、更正の請求に回数の制限は設けられていないので、更正の請求を再度行うことによ

って是正を求めることが可能であり、また、更正の請求を行うことができる期間は、納税申

告書に係る国税の法定申告期限から５年であるところ、本件各修正申告書に係る法人税等の

法定申告期限は、令和元年５月３１日である（法人税法７４条１項、地方法人税法１９条１

項）から、原告は、更正の請求を令和６年５月３１日まで行うことができる。このように、

原告は、現時点においても、本件各修正申告に係る更正の請求という通則法が定めた方法に

よって、是正を求めることができる。 

     以上によれば、本件において、「法の定めた方法以外にその是正を許さないならば、納税

義務者の利益を著しく害すると認められる」特段の事情はないことは明らかであるから、原

告は、更正の請求によることなく、本件各修正申告書の記載内容の過誤を主張することは許
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されない（なお、「法の定める方法以外にその是正を許さないならば、納税義務者の利益を

著しく害すると認められる」といえない場合は、納税者の主張する過誤の有無につき判断す

るまでもなく、特段の事情は認められないと解すべきである（上記大阪地方裁判所平成３年

３月２９日判決参照）。）。 

  （２）原告の主張 

    ア 被告は、昭和３９年最高裁判例について主張しているが、所得税法と法人税法は異なる

法律であり、昭和３９年最高裁判例が所得税法における過誤の是正に「特段の事情」を要

するとしたからといって、最高裁判所が本件訴訟にこれを当てはめ、法人税法における過

誤の是正に「特段の事情」が必要であるとするとは限らない。 

    イ 被告は、通則法２３条所定の更正の請求によることなく本件各修正申告書の記載内容の

過誤を主張することは許されないと主張するが、通則法２３条は、「更正をすべき旨の請

求をすることができる」と規定するにとどまるから、更正の請求をするかどうかは、納税

者の意思によって決めるものであり、更正の請求をしなくてもよく、更に敷衍すると、更

正の請求以外の方法でもよいというべきである。 

      もとより、原告は、法定の方法である通則法２３条に規定された更正の請求を行い、通

則法７５条に規定された不服申立ても行っている。しかし、これに対する本件各通知処分

及び本件裁決は、税法の規定に基づくものではなく、法律外の法人税基本通達９－５－１

に基づくものである。そして、裁決には関係行政庁に対する拘束力（通則法１０２条）が

あることから、原告は、本件裁決に対する取消訴訟をしても無意味であると判断したほか、

仮に、税務署長に再度の更正の請求をしても、再度、更正をすべき理由がない旨の通知を

受ける可能性が高いので、本件訴訟を提起したものである。 

    ウ 昭和３９年最高裁判例にいう「特段の事情」としては、被告が計算した税額が特段に高

いことも挙げられる。その原因としては、①被告が法人税法の税率２３．４％を用いて税

額の計算を行った誤り、②被告の所得金額の算出方法に誤りがあることである。このよう

に、本件各修正申告書の記載内容の過誤は、客観的に明白かつ重大であるから、法の定め

た方法以外によりその是正を許すべきであり、これを許さなければ、納税義務者の利益を

著しく害する特段の事情が存在するといえる。 

 第３ 当裁判所の判断 

１ 納税申告書に記載した課税標準額等の計算に誤り等があったときは、①納税申告書を提出し

た者は、税務署長に更正の請求をすることができ（通則法２３条１項）、②税務署長は、その

請求に係る課税標準又は税額等について調査し、更正をし、又は理由がないときは更正をすべ

き理由がない旨を当該請求をした者に通知し（通則法２３条４項）、③②の税務署長のした処

分に不服がある者は、国税不服審判所長に対し、審査請求を行い（通則法７５条１項１号ロ）、

④国税不服審判所長のした裁決に不服がある者は、裁決があったことを知った日の翌日から起

算して６か月以内又は裁決の日の翌日から１年以内に、上記通知処分に対する取消訴訟を提起

する（行政事件訴訟法１４条１項、２項）ことが通則法等の予定するところである。 

    しかるところ、原告は、本件各修正申告書の記載内容に誤りがあることを前提に、市川税務

署長に対して更正の請求（本件各更正請求）をし、市川税務署長から更正をすべき理由がな

い旨の本件各通知処分を受けて、国税不服審判所長に対して審査請求をしたが、同審査請求

を棄却する旨の裁決（本件裁決）を受けた後、本件各通知処分の取消訴訟を提起することな
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く、本件各更正請求と同旨の理由で、通則法５６条１項に基づいて、過大に納付した税額の

還付請求をしているので、通則法等が定める規定によることなく、本件各修正申告書の記載

内容の誤りを主張して、過誤納金の直接還付を求める訴えを提起することができるかについ

て検討する。 

２ 法人税法及び地方法人税法は、申告納税制度を採用しているところ、申告納税制度において

は、納付すべき税額は納税者のする申告によって確定し（通則法１６条１項１号）、仮に、錯

誤により納税申告書に記載された金額が過大であったとしても、租税法律関係を早期に確定さ

せる要請から、その過誤の是正は、原則として是正の手続によるものとし（通則法２３条１項。

なお、法人税法及び地方法人税法には更正の特例に関する各規定がある。）、税務署長による減

額の更正がない限り、申告した租税は不当利得にならないものと解される。したがって、納税

申告書に記載された過誤の是正については、その錯誤が客観的に明白かつ重大であって、法定

の更正の手続以外にその是正を許さないならば、納税義務者の利益を著しく害すると認められ

る特段の事情がある場合でなければ、法定の方法によらないで記載内容の錯誤を主張すること

は、許されないものというべきである（同じく申告納税制度を採用する所得税法の事例である

が、昭和３９年最高裁判例参照。）。 

  ３ そこで、本件についてみると、前記前提事実によれば、原告は、市川税務署に対し、本件法

人税等の本件各確定申告書を提出後、市川税務署の職員からの指摘を受けて、本件法人税等

の修正申告書（本件各修正申告）を提出したが、本件事業年度における事業税等が損金の額

に算入されることを前提として、本件各修正申告における所得金額の計算の誤りがあり納付

すべき税額が過大であったとして、本件法人税等の更正の請求（本件各更正請求）をしたこ

と、これに対して、市川税務署長は、本件各更正請求に対して更正をすべき理由がない旨の

通知処分（本件各通知処分）をしたこと、原告は、本件各通知処分を不服として、国税不服

審判所長に対して審査請求（本件審査請求）をしたが、国税不服審判所長は、本件審査請求

をいずれも棄却する旨の裁決（本件裁決）をしたこと、原告は、本件裁決後、取消訴訟の出

訴期間内に本件各通知処分の取消訴訟を提起することなく、本件裁決から約２年が経過して

から本件訴訟を提起したこと、以上の各事実が認められる。 

    こうした本件訴訟に至るまでの経緯に鑑みると、本件各通知処分については既に出訴期間が

経過しているため、取り消される余地がないことになるが、通則法は、更正の請求は国税の

法定申告期限から５年以内にすることができる旨の期間制限を設けている（通則法２３条１

項）ものの、回数の制限は設けておらず、しかも、本件各修正申告書に係る法人税等の法定

申告期限は、令和元年５月３１日であるから（法人税法７４条１項、地方法人税法１９条１

項）、原告は、法定の手続である本件各修正申告書に係る更正の請求を行うことができるもの

と認められる。 

    また、前記前提事実、証拠（乙６、７）及び弁論の全趣旨によれば、原告は、本件事業年度

における事業税等が損金の額に算入されることを前提として、本件各修正申告における所得

金額の計算の誤りがあるとするが、市川税務署長は、法人税基本通達９－５－１（租税の損

金算入の時期）の（１）を根拠として、本件事業年度における事業税等は納税申告書が提出

された日の属する事業年度の損金の額に算入されるとしており、原告と市川税務署長の間で

法的見解が対立していることが認められ、本件各修正申告書に記載された所得金額について

の誤りが客観的にみて明白なものといえるものではない。 
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    そうすると、仮に、本件各修正申告書に誤りがあるとしても、その誤りが客観的に明白なも

のではなく、また、原告は、本件各修正申告書に関して、法定の手続である更正請求の手段

によってその是正を求める手段がなお許されているといえるから、更正の請求以外にその是

正を許さないならば、納税義務者である原告の利益を著しく害すると認められる特段の事情

があるとはいえない。 

  ４ 原告は、前記第２の４（２）イのとおり、税務署長に対して再度の更正の請求をしても、再

度、更正すべき理由がない旨の通知を受ける可能性が高いので本件訴訟に及んだ旨主張する

が、前示のとおり、更正の請求によって本件各修正申告書の記載内容の過誤の是正を求める

手段があり、仮に、税務署所長が、従前と同様の見解をもって、原告の再度の更正の請求に

ついて更正をすべき理由がない旨の通知処分をしたとしても、その処分の取消訴訟を提起す

ることによって裁判所の判断を通じた是正の可能性がある。原告の主張は、要するに、再度

の更正請求は迂遠であるという事実上の問題を指摘するものであって、当を得ない。 

    また、原告は、前記第２の４（２）ウのとおり、法定の手続によらないで過誤納付の還付を

請求する「特段の事情」として、①被告が法人税法の税率２３．４％を用いて税額の計算を

行った誤り、②被告の所得金額の算出方法に誤りがある旨主張するが、こうした誤りが客観

的に明白なものであるとはいえず、また、法定の更正請求以外にその是正を許さないならば、

納税義務者である原告の利益を著しく害すると認められる特段の事情があるとはいえないこ

とは前示のとおりであるから、①及び②の主張の当否はさて措いても、こうした事情をもっ

て「特段の事情」があるとはいえない。 

  ５ 以上によれば、原告が、本件各修正申告に係る本件法人税等に関して、更正の請求を経るこ

となく、本件各修正申告書の記載内容の過誤を主張することはできないから、本件各修正申

告書の記載内容について過誤があるかについて判断するまでもなく、原告の請求は理由がな

いことに帰する。 

 第４ 結論 

    よって、原告の請求は理由がないからこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。 

 

千葉地方裁判所民事第３部 

裁判長裁判官 岡山 忠広 

   裁判官 中畑 洋輔 

   裁判官 蟻塚 真 
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（別紙）

関係法令の定め

10 

1 国税通則法

(1) 1 6条（国税についての納付すべき税額の確定の方式）

ア 1項

国税についての納付すべき税額の確定の手続については、次の各号に掲げ

るいずれかの方式によるものとし、これらの方式の内容は、当該各号に掲げ

るところによる。

げ） 1号

申告納税方式 納付すべき税額が納税者のする申告により確定すること

．．
 ..
 ．．
 

•
•

‘• ．
 

．．． 
・・・• ． .. •. ．． ． .~ ．． 
16 

を原則とし、• その申告がない場合又はその申告に係る税

額の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかった

場合その他当該税額が税務署長又は税関長の調査したと

ころと異なる場合に限り、税務署長又は税関長の処分に

より確定する方式をいう。

（イ） 2号

賦課課税方式 納付すべき税額がもっばら税務署長又は税関長の処分に

より確定する方式をいう。

イ 2項〔省略〕

20 (2) 2 3条（更正の請求）

ア 1項

， 納税申告書を提出した者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当

該申告書に係る国税の法定申告期限から 5年（第2号に掲げる場合のうち法

人税に係る場合については、 1・o年）以内に限り、税務署長に対し、その申

邸 告に係る課税標準等又は税額等（当該課税標準等又は税額等に関し次条又は

第 26条（再更正）の規定による更正（以下この条において「更正」という。）
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があった場合には、当該更正後の課税標準等又は税額等）につき更正をすべ

き旨の請求をすることができる。

(7) 1号

当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関す

5
 

10 

る法律の規定に従つていなかったこと又は当該計算に誤りがあったこと

により、当該申告書の提出により納付すべき税額・（当該税額に関し更正が

あった場合には、当該更正後の税額）が過大であるとき。

（イ） 2号

前号に規定する理由により、当該申告書に記載した純損失等の金額（当

該金額に関し更正があった場合には：・当該更正後の金額）が過少であると

．．． ．．
 

••• 
．
．
．
 
...
 

．． 

き、又は当該申告書（当該申告書に関し更正があった場合には、更正通知

書）に純損失等の金額の記載がなかったとき。

（ヴ 3号 ・

第1号に規定する理由により、当該申告書に記載した還付金の額に相当，

15 する税額•（当該税額に関し更正があった場合には、当該更正後の税額）· .が

過少であるとき、又は当該申告書（当該申告書に関し更正があった場合に

は、更正通知書）に還付金の額に相当する税額の記載がなかったとき。

‘ イ 2 項、 •3項（省略）`

ウ 4項

20 ． 税務署長は、更正の請求があった場合には、その請求に係る課税標準等又

は税額等について調査し、更正をし、又は更正をすべき理由がない旨をその

請求をした者に通知するc

工 5項以下〔省略）

(3) 5 6条（還付）

26 ア 1項

国税局長、税務署長又は税関長は、還付金又は国税に係る過誤納金（以下
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10 

． ． ... .... 
．．．． ．．． ．．． ． ．． 

「還付金等」という。）があるときは、遅滞なく、金銭で還付しなければなら

ない。・

イ 2項〔省略〕

(4) 7 5条（国税に関する処分についての不服申立て）

ア I項

国税に関する法律に基づく処分で次の各号に掲げるものに不服がある者は、

当該各号に定める不服申立てをすることができる。 ・

(J'). 1号税務署長、国税局長又は税関長がした処分（次項に規定する処分

を除く~) .

次に掲げる不服申立てのうちその処分に不服がある者の選択するいずれ

かの不服申立て

a、 その処分をした税務署長、国税局長又は税関長に対する再調査の請求

（イ）

b 国税不服審判所長に対する審査請求（口）

15 （イ） 2号 国税庁長官がした処分 国税庁長官に対する審査請求

（ウ） 3号 国税庁、国税局、税務署及び税関以外の行政機関の長又はその職

員がした処分 国税不服審判所長に対する審査請求

イ 2項以下（省略）

(5) • 1 0 2条（裁決の拘束力）

2。 ア 1項 裁決は、関係行政庁を拘束する。

イ 2項

申請若しくは請求に基づいてした処分が手続の違法若しくは不当を理由と

して裁決で取り消され、又は申請若しくは請求を却下し若しくは棄却した処

分が裁決で取り消された場合には、当該処分に係る行政機関の長は、裁決の

勾 趣旨に従い、改めて申請又は請求に対する処分をしなければならない。

ウ 3項
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国税に関する法律に基づいて公示された処分が裁決で取り消され、又は変

更された場合には、当該処分に、係る行政機関の長は、当該処分が取り消され、

6
 

又は変更された旨を公示しなければならない。

工 4項 ．

国税に関する法律に基づい・て処分の相手方以外の第1O.9.条第1項（参加

人）に規定する利害関係人に通知された処分が裁決で取り消され、又は変更

された場合には、当該処分に係る行政機関の長は、その通知を受けた者（審

査請求人及び参加人を除く・。）に、当該処分が取り消され、又は変更された

旨を通知しなければならない。

.10 

．．
 
．
 
．
 

．
 ．
 

,~ 

'... ，．． 
'.  ． ． '... 

15 

2 法人税法

74条（確定申告）

(1) 1項

内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、

確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければなら

なV •ヽO

26 

ア 1号 当該事業年度の課税標準である所得の金額又は欠損金額

イ 2号前号に掲げる所得の金額につき前節（税額の計算）の規定を適用し

て計算じた法人税の額 '

2o ウ 3号第68条（所得税額の控除）及び第69条（外国税額の控除）の規

定による控除をされるべき金額で前号に掲げる法人税の額の計算上控

除しきれなかったものがある場合には、その控除しきれなかった金額

工 4号 その内国法人が当該事業年度につき中間申告書を提出した法人であ

る場合には、第2号に掲げる法人税の額から当該申告書に係る中間納

付額を控除した金額
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オ 5号 前号に規定する中間納付額で同号に掲げる金額の計算上控除しきれ

なかったものがある場合には、その控除しきれなかった金額

力 6号 前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

(2) 2項以下（省略）

6 . 

3 地方法人税法

1 9条（確定申告）

・(J) 1項

法人（第6条第1号又は第2号に掲げる法人に限る。）は、各課税事業年

10・ . ・ 度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載

した申告書を提出しなければならない。 ．

• ... -. 
む ..
.... ．． ...... . ~. ~. 

••• ． 
．
 
．
 
... ． 

ア 1号 ．当該課税事業年度の課税標準である課税標準法人税額（第6条第1

号又は第2号に定める基準法人税額に係るものに限る。）

ィ 2号 前号に掲げる課税標準法人税額につき前章の規定を適用して計算

15 した地方法人税の額

ウ 3号 第12条の規定による控除をされるべき金額で前号に掲げる地方

法人税の額の計算上控除しきれなかった金額

20. 

工 4号 当該法人が当該課税事業年度につき地方法人税中間申告書を提出

した法人である場合には、第2号に掲げる地方法人税の額から当該申

告書に係る中間納付額を控除した金額 ・

オ 5号 前号に規定する中間納付額で同号に掲げる金額の計算上控除しき

・れなかったものがある場合には、その控除しきれなかった金額

力 6号 前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

(2) 2項以下〔省略〕

.26 以上
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